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和６年度 第２回岡山県入札・契約適正化委員会 議事概要 
 

開催日時・場所 
令和７年１月２９日（水）13:30～15:40 

ピュアリティまきび 白鳥 

出 席 委 員 

高橋 正徳（元岡山大学准教授）：委員長、 

難波 秀明（弁護士）、石田 麻衣（弁護士）、鳥越 貞成（公認会計士）、 

上田 恭嗣（建築士） 以上５名 出席 

議 事 内 容 審議対象期間：令和６年４月１日～令和６年９月30日 

１ 入札方式別発注

工事の状況につ

いて 

「令和６年度上半期 入札方式別発注工事総括表」等により報告した。 

 件数(件) 金額（千円） 

一般競争入札（WTO） ０ ０ 

一般競争入札（条件付） ３１８ １６,７５３,６７２ 

  うち総合評価落札方式 ７６  ９,４１４,９１１ 

指名競争入札 ３１０ ５,８４１,１１３ 

合   計 ６２８ ２２,５９４,７８５ 

 ※上記の表は、対象期間内において知事部局、企業局、教育庁及び警

察本部が発注した工事で、予定価格が１千万円超のものを対象とし

ている。 

２ 談合情報の取扱

状況について 
審議対象期間の談合情報について、該当がなかった旨を報告した。 

３ 指名停止の状況

について 

令和６年度上半期指名停止の状況を報告した。 

指名停止理由（指名停止等要領該当条項） 件数 

民間工事に係る工事関係者の被害       （２号） １件 

建設工事関係法令に基づく行政処分      （４号） ２件 

不正・不誠実な行為（資格確認書類の未提出） （17号） ２件 

合   計 ５件 

 ※上記以外に厳重注意を行ったものが３件 

４ 抽出事案の説明   

及び審議 

県の発注工事の中から、委員が事前に抽出した５件について、発注部局

からの説明の後、委員による審議を行った結果、５件全てについて適正

に入札・契約がなされているものと判断された。 
 

工 事 名 入 札 方 式 
契約金額 

(千円：税込) 
発 注 機 関 

高梁警察署庁舎空調設
備改修工事 

一般競争入札 
（ 総 合 評 価 方
式） 

 ８８，９９０ 
警察本部 
会計課 

地方創生道整備推進交
付金（広域農道） 

一般競争入札 
（ 総 合 評 価 方
式）＜拡大分＞ 

５２，８００ 
備中県民局農林水産事業部
井笠地域農地農村整備室 

単県 道路工事（改良） 
一 般 競 争 入 札
（条件付） 
 

１７，８２０ 
備中県民局建設部 
高梁地域工務課 

単県 急傾斜地崩壊対策
工事（擁壁工） 

一 般 競 争 入 札
（条件付） 
 

  １６，３９０ 
備中県民局建設部 
井笠地域工務課 

公共 河川工事（河道掘
削） 

一 般 競 争 入 札
（条件付） 
 

３２，０１０ 
美作県民局建設部 
真庭地域工務課 
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５ 委員からの意見 

･質問、その回答 

次のとおり 

６ 委員会による意   

見の具申又は勧

告 

なし 

 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

議事の概要／各委員の質問・意見 回 答 概 要 な ど 

１ 入札方式別発注工事の状況について 

意見等、特になし  

２ 談合情報の取扱状況について 

意見等、特になし  

３ 指名停止の状況について 

・資格確認書類の未提出により、指

名停止となった事案が２件ある

が、落札者となったことを認識し

ていなかったのか。特別な理由が

あったのか。 

・落札者であることは認識していたが、書類の提出期日を

把握していなかったものや、繰り上げによる落札者とな

ったことを認識していなかった、といった単純な事務処

理上のミスである。 

・「厳重注意」を行ったものがある

が、どういうものなのか。 

・「指名停止」を行うには至らないが、改善すべき点がある

事案については、「厳重注意」を行っており、今回３件が

該当した。 

４ 抽出事案の説明及び審議 

①警察本部：高梁警察署庁舎空調設備改修工事 

この事案は、入札方式が総合評価

方式で、最低制限価格が定められて

いない事案であるが、顕著な安値を

提示した入札者が落札していない

ことから、この事案を抽出した。 

 

 

・仮に、今回の落札者が入札に参加

していなかったら、評価が２番目

の業者が落札していたのか。 

・調査基準価格を設定している事案であり、２番目の業者

の応札価格は調査基準価格を下回っているので、低入札

価格調査実施要領に基づく調査を行った上で、契約内容

に適合した履行がなされると判断した場合は、落札者と

なると思われる。 

・各応札者の応札価格を見ると、価

格差が大きいようだが、積算が困

難な工事内容であったのか。 

・一般的に普及している工事であり、技術的にはそれほど

難しい工事ではないと考えているが、応札価格に大きな

差が生じた理由は不明である。 

②農林水産部：地方創生道整備推進交付金（広域農道） 

この事案は、工事箇所が井原市で

あるが、総合評価にもかかわらず、

入札価格の傾向として以前から指

摘しているように落札率が高く、

99.4％で落札されていることから、

この事案を抽出した。 

 

・予定価格以内で応札した業者は

２者であるが、２者とも地元エリ

アの業者のようだ。落札率の高い

特定エリアにおいて、こうした傾

向が強いように思われるが、いか

がか。 

・応札者は従業員の通勤や、工事箇所への資材運搬等を考

慮した上で、実行予算を計算し、応札していると考えて

いる。 
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・予定価格に占める法定福利費の

内訳を明示するようになったが、

なぜか。 

・法定福利費が受発注者間の契約段階において確保され、

元請・下請間の請負契約にも反映されることが重要であ

り、元請・下請間における請負契約の一層の適正化に資

するため、事業主が負担する社会保険等の内訳額を発注

者側が明示することとしている。 

③土木部：単県 道路工事（改良） 

この事案は、高落札率の傾向があ

る高梁市エリアで、１回目の入札は

基準価格を超過し、２回目の入札で

落札したが、落札率は98.7％であっ

たことから、この事案を抽出した。 

 

・１回目の入札は不調だったとの

ことだが、電子入札の場合、その

旨を応札者にはどうやって連絡

するのか、また、他者の１回目の

応札額は知らせるのか。 

・電子入札の場合、１回目の入札を午前10時に行っており、

入札不調の場合、電子メールにより応札者全員にその旨

を連絡するが、１回目の応札額については金額情報のみ

が分かるようになっており、誰がいくらで応札したかは

分からない。なお、２回目の入札は同日午後４時に行っ

ている。 

・１回目の入札では、全者が予定価

格を超えて応札していたが、資材

価格の高騰や燃料費の上昇など

が実行予算に影響し、予定価格を

超過することはないのか。 

・最新の単価での発注に努めており、積算が誤っていなけ

れば、実行予算が予定価格を超過するような例は稀だと

思われる。 

・建築工事では、１回目の入札は不

調になることが多いが、土木工事

では、どうなのか。 

・一般的に、土木工事では、１回目の入札で落札者が決定

することが多い。 

④土木部：単県 急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） 

高落札率の傾向がある井原市エ

リアで、この事案は低落札であった

が、類似事案とあわせて確認したと

ころ、３社が同様に横並びであった

ことから、この事案を抽出した。 

 

・３者の応札価格が同額であった

ため、くじ引きを行い、落札者を

決定しているが、仮に、くじで１

番だった者に不備があった場合、

どのようにして落札者を決める

のか。 

・くじ引きの際に、１番、２番、３番・・・と優先順位を

決めるので、１番に不備があった場合、優先順位が２番

の応札者が繰り上がって、落札候補者となる。 

・建設業においても働き方改革が

進められていると思うが、工事の

施工に影響しているのか。 

・従業員の確保という点においても、働き方改革の推進は

重要であり、週休２日でないと従業員が確保できない、

工事が受注できない、という業者の声も聞いている。工

期の延長に伴い、経費の割り増しなど施工に影響が及ぶ

ことになる。人材不足や資材の調達・輸送などの点で業

者も苦労しながら、働き方改革の推進に努めているとこ

ろだ。 

⑤土木部：公共 河川工事（河道掘削） 

この事案では、旧勝山町の業者し

か応札しておらず、高落札率という

意味で、井原市エリアや高梁市エリ

アと同じ傾向である。真庭市の高落

札率は旧勝山町または蒜山地域で、
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他のエリアは低落札率が多いよう

に思われることから、この事案を抽

出した。 

・入札参加資格の地域要件を細分

化するなど工夫して、競争性を高

めることはできないのか。 

・２年に１度の業者の格付けの見直しに合わせて、地域要

件を見直しているところであり、前回の見直しで、顕著

な悪い状況にはないという判断で、現在の地域要件の適

用に至っている。当該委員会開催に当たって、市町村ご

とに業者数や入札参加者数、発注件数、落札率等の相関

関係を分析したが、委員の方々にご報告できるほどの結

果は得られなかった。時間をかけて調査・研究していき

たいと考えている。 

・この事案での応札可能者はどの

ぐらいだったのか。また、競争性

は確保できているのか。 

・この事案では、22者であった。官製談合をきっかけに、

平成18年度頃から、国をあげて入札制度改革に取り組ん

できており、同年度に全国知事会が発表した「都道府県

の公共調達改革に関する指針」の目安によると、応札可

能者数について、20〜30者以上を原則とする、とされて

いることから、競争性は適切に確保できていると考える。 

・同じ県民局管内でも、合併前の旧

市町村を越えると、落札率が大き

く異なるエリアもある。今後、こ

うしたエリアの落札率等の状況

についても注視し、調査・研究し

ていただきたい。（意見） 

 

５ その他 

 意見等、特になし  

 


